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東かがわ市告示第34号 

東かがわ市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月23日 

東かがわ市長 上村 一郎 

 

東かがわ市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部を改正する告示 

東かがわ市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱（平成25年東かがわ市告示第54号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（報酬等） （報酬等） 

第12条 略 第12条 略 

 （報酬上乗せ補助金）  

第13条 センターは、まかせて会員に対し、前条に定める報酬に上乗せして

補助金を支給するものとする。 

 

２ 上乗せして支給する補助金の額は、子ども一人につき、１時間当たり400

円とする。ただし、援助時間が１時間を超えるとき、その超過時間が30分

以下の場合は200円とし、30分を超える場合は１時間として400円とする。 

 

３ 上乗せ補助金は、半年ごとに支給するものとし、支給対象期間及び支給

時期については次の各号のとおりとする。 

 

(１) 支給対象期間は、４月１日から９月30日まで及び10月１日から３月

31日までとする。 

 

(２) 前号各期間終了後、活動報告書を確認の上、当該期間分を支給する

ものとする。 

 

（ひとり親家庭等の助成） （ひとり親家庭等の助成） 

第14条 ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、相互援助活動の利用を促進

するため、センターは、第12条に定める報酬の助成をすることができる。 

第13条 ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、相互援助活動の利用を促進

するため、センターは、前条に定める報酬の助成をすることができる。 

２ 略 ２ 略 

第15条～第19条 略 第14条～第18条 略 

別表（第12条関係） 別表（第12条関係） 
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改正後 改正前 

相互援助活動の報酬等に関する基準 相互援助活動の報酬等に関する基準 

  区分 報酬の額    区分 報酬の額  

 

報

酬 

 略   

報

酬 

 略  

 （備考） 

援助時間が１時間を超える場合、以後30分以下の場合は半額、30

分を超える場合は１時間とみなす。 

同一世帯で同一時間に２人以上の児童が利用する場合、２人目以

降の利用にかかる報酬の額は、半額とする。 

  （備考） 

援助時間が１時間を超える場合、以後30分以下の場合は半額、30

分を超える場合は１時間とみなす。 

 

 

 実

費 
 略 

  実

費 
 略 

 

  

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


